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安心で快適に暮らせる魅力ある都市空間を形成するため、さまざまな都市機能の充実を図ります。ま

た、市民の暮らしを支える道路などの都市施設について、災害に対する備えや環境負荷の軽減などに配

慮しながら、計画的な整備や維持管理・更新を行います。

政策１ みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり

目標 地域の特性を生かしたまちづくりが進められ、みどり豊かで安全・快適に暮らせるまち

施策１ 土地利用誘導と良好な景観形成

地域の特性を生かし、魅力あるまちづくりを進めるため、適切な土地利用誘導などに努めるとともに、良

好な景観形成に向けた啓発などを進めます。また、住民主体のまちづくり活動に対する支援を行います。

施策２ 良好な住環境の形成

良好な住環境の形成を図るため、開発・建築の指導を行うとともに、市街地の整備・再整備を行います。

また、市内建築物の耐震化への支援や不適切な状態で放置された空き家の適正管理に向けた対策、市営住宅

の適切な管理・運営などにより、安全な住環境や住まいの確保を図ります。

施策３ みどりの保全と創出

みどりを保全するとともに、公共施設の緑化や、公園・緑地の計画的な整備、民有地での緑化に向けた取

組の支援などにより、地域の特性を生かした新たなみどりを創出します。公園については、老朽化や多様な

利用ニーズに対応し、適切に維持管理・運営を行います。また、みどりがもつ多様な効果を活用したまちづ

くりを進めるため、情報発信や啓発などを行います。

政策 安全・快適な都市を支える基盤づくり

目標 道路、水道、下水道などの適切な維持や、公共交通の利便性の向上により、だれもが安全・快適に暮らせるま

ち

施策１ 道路などの整備

安全で快適な道路環境を確保するため、歩道などのバリアフリー化を進めるとともに、計画的に道路や橋、

街路樹の適切な維持管理を行います。また、都市計画道路の整備を進めます。

施策２ 水道の整備

安全な水を供給し続けるため、水道施設を適切に維持管理するとともに、計画的な更新に取り組みます。

また、地震などの災害リスクを軽減するため、施設の耐震化などを進めます。

施策３ 下水道の整備

快適な生活や環境を守るため、下水道施設を適切に維持管理するとともに、計画的な更新・長寿命化に取

り組みます。また、地震や豪雨などの災害リスクを軽減するため、施設の耐震化や浸水被害の軽減対策など

を進めます。

施策 交通環境の整備

自転車を安全・快適に利用できる通行空間や自転車駐車場などの確保を進めるとともに、交通ルールの啓

発に取り組みます。また、関係機関と連携しながら、公共交通の利便性・安全性の向上を図ります。
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◆大綱６　都市形成【建設事業関係（ハード事業）】*******************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

権利変換計画認
可

一般会計

一般会計

都市計画部 住宅政策室
国、府などと協力して、健康で文
化的な生活を営むに足りる住宅を
整備し、既存ストックについて、
外壁改修や屋上断熱化等の工事を
行い、居住性能の維持向上を行
う。

外壁・屋上断熱
化工事及び実施

設計

外壁・屋上断熱
化工事及び実施

設計

外壁・屋上断熱
化工事及び実施

設計

外壁・屋上断熱
化工事及び実施

設計

外壁・屋上断熱
化工事

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

市営住宅管理事業

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

都市計画部 計画調整室

千里ニュータウンプラザの千里
ニュータウン情報館の設計建設費
を平成２４年度（２０１２年度）
から２０年間にわたり分割して支
払う。

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

解体着手北千里駅周辺活性化支援
事業

都市計画部 計画調整室

千里北地区センターの商業機能の
課題や、公共施設整備等の課題を
解消し、成熟社会にふさわしい地
域拠点の整備を支援する。

組合設立認可
権利変換計画認

可

近隣センター活性化再生
支援事業

一般会計

都市計画部 計画調整室

近隣センターの活性化、再生を目
指し、時代のニーズに合わせた身
近で総合的な生活支援拠点の整備
を支援する。

組合設立認可準
備

組合設立認可

都市計画部 住宅政策室

一般会計

土木部 地域整備推進室

土木部 地域整備推進室
阪急千里山駅周辺地区の居住環境
の創出、都市機能の更新、住宅供
給促進を図るため、都市基盤等の
整備を実施する。また、都市基盤
整備の一部を都市再生機構の直接
施行制度により整備を行う。

都市再生整備
計画事業

都市再生機構
償還金

都市再生機構
償還金

一般会計

（仮称）岸部中住宅統合
建替事業

老朽化が著しく、耐震基準及び適
切な居住水準を満たさない「岸部
中（北）住宅」、「岸部中（南）
住宅」、「岸部北住宅」を（仮
称）岸部中住宅として統合建替を
行う。

岸部中住宅建設
工事

岸部中住宅建設
工事

入居者移転

千里南地区センター再整備事業基
本計画（案）に基づいて、都市基
盤の整備を行う。

都市再生整備計
画事業

６－１－１　土地利用誘導と良好な景観形成

６－１－２　良好な住環境の形成

一般会計

千里南地区センター再整
備事業

都市再生機構
償還金

都市再生機構
償還金

都市再生機構
償還金千里山駅周辺整備事業
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◆大綱６　都市形成【建設事業関係（ハード事業）】*******************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

権利変換計画認
可

一般会計

一般会計

都市計画部 住宅政策室
国、府などと協力して、健康で文
化的な生活を営むに足りる住宅を
整備し、既存ストックについて、
外壁改修や屋上断熱化等の工事を
行い、居住性能の維持向上を行
う。

外壁・屋上断熱
化工事及び実施

設計

外壁・屋上断熱
化工事及び実施

設計

外壁・屋上断熱
化工事及び実施

設計

外壁・屋上断熱
化工事及び実施

設計

外壁・屋上断熱
化工事

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

市営住宅管理事業

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

都市計画部 計画調整室

千里ニュータウンプラザの千里
ニュータウン情報館の設計建設費
を平成２４年度（２０１２年度）
から２０年間にわたり分割して支
払う。

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

解体着手北千里駅周辺活性化支援
事業

都市計画部 計画調整室

千里北地区センターの商業機能の
課題や、公共施設整備等の課題を
解消し、成熟社会にふさわしい地
域拠点の整備を支援する。

組合設立認可
権利変換計画認

可

近隣センター活性化再生
支援事業

一般会計

都市計画部 計画調整室

近隣センターの活性化、再生を目
指し、時代のニーズに合わせた身
近で総合的な生活支援拠点の整備
を支援する。

組合設立認可準
備

組合設立認可

都市計画部 住宅政策室

一般会計

土木部 地域整備推進室

土木部 地域整備推進室
阪急千里山駅周辺地区の居住環境
の創出、都市機能の更新、住宅供
給促進を図るため、都市基盤等の
整備を実施する。また、都市基盤
整備の一部を都市再生機構の直接
施行制度により整備を行う。

都市再生整備
計画事業

都市再生機構
償還金

都市再生機構
償還金

一般会計

（仮称）岸部中住宅統合
建替事業

老朽化が著しく、耐震基準及び適
切な居住水準を満たさない「岸部
中（北）住宅」、「岸部中（南）
住宅」、「岸部北住宅」を（仮
称）岸部中住宅として統合建替を
行う。

岸部中住宅建設
工事

岸部中住宅建設
工事

入居者移転

千里南地区センター再整備事業基
本計画（案）に基づいて、都市基
盤の整備を行う。

都市再生整備計
画事業

６－１－１　土地利用誘導と良好な景観形成

６－１－２　良好な住環境の形成

一般会計

千里南地区センター再整
備事業

都市再生機構
償還金

都市再生機構
償還金

都市再生機構
償還金千里山駅周辺整備事業

******************************************************************************************　◆大綱６　都市形成【建設事業関係（ハード事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計

本地域において、秩序ある高質な
まちづくりを行っていくために、
土地区画整理事業を実施する。ま
た、東西、南北アクセスを確保す
るため、都市計画道路の整備を推
進する。

佐井寺西土地区画整理事
業

６－１－３　みどりの保全と創出

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

公園等災害復旧事業

土木部 公園みどり室

土木部 公園みどり室

護岸改修工事千里北公園水遠池整備事
業

土木部 公園みどり室

平成３０年７月豪雨による罹災の
復旧を行う。

法面復旧工事

千里北公園バリアフリー
対策事業

千里北公園東部地区に位置する水
遠池の自然護岸部分約７００ｍに
ついて、護岸の崩壊を防ぐため改
修を行う。

護岸改修工事

一般会計

一般会計

土木部 地域整備推進室

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）千里ニュータウンプラザ

施設管理事業

土木部 公園みどり室

片山公園都市計画区域内の未開設
区域の整備と合わせ、未買収地を
取得し、総合的な公園整備を行
う。また、開設区域内にある借地
部分用地交渉を行う。

公園内の特定公園施設のバリアフ
リー化を行うことにより、施設利
用者の利便性・安全性の向上を図
る。

施設整備

区画整理調査
環境影響評価

測量・地質調査

区画整理調査
環境影響評価

設計委託業務
工事費

物件補償

設計委託業務
工事費

物件補償

設計委託業務
工事費

物件補償

土木部 公園みどり室

公園施設長寿命化計画書を基に予
防保全的な管理によるコストの低
減を図り、安全で安心な公園施設
の維持・更新を行う。

施設整備 施設整備 施設整備 施設整備 施設整備公園施設安全・安心対策
事業

一般会計

千里ニュータウンプラザの千里花
とみどりの情報センターの設計建
設費を平成24年度（2012年度）
から20年間にわたり分割して支払
う。

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

土木部 公園みどり室

南吹田駅周辺緑化重点地区計画に
基づき、上新田公園をはじめ、地
区内の花やみどりの拠点である６
都市公園等の再整備や施設等の更
新を実施する。

基本計画策定等 実施設計
整備工事・実施

設計
整備工事・実施

設計
整備工事

緑化重点地区整備事業

一般会計

整備工事 整備工事
片山公園整備事業

一般会計

土木部 公園みどり室
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◆大綱６　都市形成【建設事業関係（ハード事業）】*******************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 道路室

私道の舗装の老朽化に伴う舗装の
更新に際して、助成を行う。

私道舗装工事助
成

私道舗装工事助
成

私道舗装工事助
成

私道舗装工事助
成

私道舗装工事助
成私道舗装助成事業

一般会計

詳細設計、改良
工事、用地取得

詳細設計、改良
工事、用地取得

詳細設計、改良
工事、用地取得道路新設改良事業

一般会計

土木部 道路室

旧交通バリアフリー法及びバリア
フリー新法に基づき策定した基本
構想、道路特定事業計画に沿っ
て、整備事業を実施する。

土木部 道路室

市内各地の道路の新設・改良を行
う。
また、新設改良時に交通安全上必
要な用地について取得する。

詳細設計、改良
工事、用地取得

詳細設計、改良
工事、用地取得

都市計画道路十三高槻線（正雀工
区）の整備に係るアクセス道路と
して、市道吹東町２９号線・３０
号線（Ｌ＝４１５ｍ、幅員Ｗ＝
７．５ｍ）を整備する。

用地取得等都市計画道路十三高槻線
（正雀工区）取付道路新
設事業

一般会計

土木部 道路室

交差点改良工事、道路照明、反射
鏡、区画線及び防護柵設置補修工
事、自転車通行空間整備工事等の
交通安全施設の整備を行う。

交通安全施設整
備等

交通安全施設整
備等

土木部 道路室

市内の市道各路線の道路舗装工事
を行う。

舗装工事等 舗装工事等 舗装工事等 舗装工事等 舗装工事等
路線道路舗装事業

一般会計

路面復旧工事
道路受託復旧事業

一般会計

土木部 道路室

歩道のバリアフ
リー化

歩道のバリアフ
リー化

歩道のバリアフ
リー化

歩道のバリアフ
リー化

歩道のバリアフ
リー化交通バリアフリー道路特

定事業

一般会計

土木部 道路室

市内の道路橋の新設・改良事業を
行う。橋梁長寿命化修繕計画や耐
震補強計画、橋梁定期点検による
診断結果等に基づき、補修・補強
を行う。

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等橋梁新設改良事業

一般会計

６－２－１　道路などの整備

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

交通安全施設整
備等

交通安全施設整
備等

交通安全施設整
備等交通安全施設整備事業

一般会計

土木部 道路室

道路占用工事に伴う掘削跡路面復
旧工事。

路面復旧工事 路面復旧工事 路面復旧工事 路面復旧工事
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◆大綱６　都市形成【建設事業関係（ハード事業）】*******************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 道路室

私道の舗装の老朽化に伴う舗装の
更新に際して、助成を行う。

私道舗装工事助
成

私道舗装工事助
成

私道舗装工事助
成

私道舗装工事助
成

私道舗装工事助
成私道舗装助成事業

一般会計

詳細設計、改良
工事、用地取得

詳細設計、改良
工事、用地取得

詳細設計、改良
工事、用地取得道路新設改良事業

一般会計

土木部 道路室

旧交通バリアフリー法及びバリア
フリー新法に基づき策定した基本
構想、道路特定事業計画に沿っ
て、整備事業を実施する。

土木部 道路室

市内各地の道路の新設・改良を行
う。
また、新設改良時に交通安全上必
要な用地について取得する。

詳細設計、改良
工事、用地取得

詳細設計、改良
工事、用地取得

都市計画道路十三高槻線（正雀工
区）の整備に係るアクセス道路と
して、市道吹東町２９号線・３０
号線（Ｌ＝４１５ｍ、幅員Ｗ＝
７．５ｍ）を整備する。

用地取得等都市計画道路十三高槻線
（正雀工区）取付道路新
設事業

一般会計

土木部 道路室

交差点改良工事、道路照明、反射
鏡、区画線及び防護柵設置補修工
事、自転車通行空間整備工事等の
交通安全施設の整備を行う。

交通安全施設整
備等

交通安全施設整
備等

土木部 道路室

市内の市道各路線の道路舗装工事
を行う。

舗装工事等 舗装工事等 舗装工事等 舗装工事等 舗装工事等
路線道路舗装事業

一般会計

路面復旧工事
道路受託復旧事業

一般会計

土木部 道路室

歩道のバリアフ
リー化

歩道のバリアフ
リー化

歩道のバリアフ
リー化

歩道のバリアフ
リー化

歩道のバリアフ
リー化交通バリアフリー道路特

定事業

一般会計

土木部 道路室

市内の道路橋の新設・改良事業を
行う。橋梁長寿命化修繕計画や耐
震補強計画、橋梁定期点検による
診断結果等に基づき、補修・補強
を行う。

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等

橋梁長寿命化対
策調査設計、修

繕工事等橋梁新設改良事業

一般会計

６－２－１　道路などの整備

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

交通安全施設整
備等

交通安全施設整
備等

交通安全施設整
備等交通安全施設整備事業

一般会計

土木部 道路室

道路占用工事に伴う掘削跡路面復
旧工事。

路面復旧工事 路面復旧工事 路面復旧工事 路面復旧工事

******************************************************************************************　◆大綱６　都市形成【建設事業関係（ハード事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

経年管更新工事
及び配水支管の
新設工事、路面

復旧工事

経年管更新工事
及び配水支管の
新設工事、路面

復旧工事

経年管更新工事
及び配水支管の
新設工事、路面

復旧工事
配水支管整備事業

水道事業会計（資本的支出）

水道部

健全な水道システムを維持するた
め、老朽化した浄配水施設の改
良・更新及び耐震化を行う。

水処理設備、計
装設備等改良・

更新工事

水処理設備、計
装設備等改良・

更新工事

水処理設備、計
装設備等改良・

更新工事

水処理設備、計
装設備等改良・

更新工事

水処理設備、計
装設備等改良・

更新工事浄配水施設整備事業

水道部

健全な水道システムを維持するた
め、基幹管路の耐震化（新設含
む）を行う。

基幹管路布設工
事及び路面復旧

工事

基幹管路布設工
事及び路面復旧

工事

基幹管路布設工
事及び路面復旧

工事

基幹管路布設工
事及び路面復旧

工事

基幹管路布設工
事及び路面復旧

工事基幹管路整備事業

水道事業会計（資本的支出）

水道部

健全な水道システムを維持するた
め、老朽化した配水支管の耐震化
を図るとともに更新（新設含む）
を行う。

経年管更新工事
及び配水支管の
新設工事、路面

復旧工事

水道事業会計（資本的支出）

経年管更新工事
及び配水支管の
新設工事、路面

復旧工事

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

６－２－２　水道の整備

土木部 地域整備推進室

南吹田１丁目から南吹田３丁目地
区のＪＲ東海道本線との立体交差
区間及び駅前交通広場の整備を行
う。Ｌ＝約３９０ｍＷ＝１４．３
～２６．７ｍＡ＝約３，６００㎡

工事起因損傷補
償等

工事起因損傷補
償等都市計画道路南吹田駅前

線立体交差事業

一般会計

土木部 地域整備推進室

都市計画道路千里丘朝日が丘線の
未整備区間について、ＪＲ千里丘
駅周辺地域へのアクセス道路とし
て整備する。

土地鑑定
現況測量
概略設計

予備設計
物件調査等

構造物設計
土地鑑定
物件調査

用地取得等

交差点設計
用地取得等

詳細設計
用地取得等

一般会計

土木部 地域整備推進室

吹田操車場跡地区画整理事業の区
域外において、北大阪健康医療都
市（健都）のまちづくりを進める
上で、重要となる都市計画道路の
整備を行う。

工事起因損傷補
償等都市計画道路岸部中千里

丘線道路新設事業

一般会計

都市計画道路千里丘朝日
が丘線道路新設事業

土木部 地域整備推進室

千里山佐井寺線のうち千里山松が
丘工区Ｌ＝４０５ｍを阪急千里山
駅周辺地域へのアクセス道路とし
て整備する。

工事起因損傷補
償等都市計画道路千里山佐井

寺線道路新設事業

一般会計

南吹田駅前線関連道路整
備事業

土木部 地域整備推進室

都市計画道路南吹田駅前線の開通
及び大阪外環状鉄道（おおさか東
線）の開業に向けて、南吹田地域
の道路網整備を行う。

附帯工事等
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◆大綱６　都市形成【建設事業関係（ハード事業）】*******************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計

土木部 総務交通室

千里山地区への公共交通の導入に
向けて検討を行う。

バス停留所設置
工事実施設計

バス停留所設置
工事交通対策検討事業

一般会計

総合的自転車対策事業
（自転車駐車場費）

下水道事業会計（資本的支出）

土木部 総務交通室

自転車駐車場の施設及び機器の設
置を行う。

施設整備費

水路、排水管の
改良工事等

水路、排水管の
改良工事等

水路、排水管の
改良工事等

水路、排水管の
改良工事等

水路、排水管の
改良工事等水路新設改良事業

一般会計

汚泥処理設備・
ポンプ設備の実
施設計、送風機

設備工事等

電気室設備・汚
泥管改修・処理
場耐震の実施設

計等

汚泥濃縮設備・
ポンプ設備・耐
震改修工事等

電気室設備・消
毒設備・ポンプ
設備・耐震改修

工事等

沈砂池設備・自
家用発電設備・
耐震改修工事等処理場建設改良

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事流域下水道建設費負担

下水道事業会計（資本的支出）

下水道部 下水道経営室

安威川流域下水道事業の管渠・処
理場・ポンプ場整備に係る本市の
割当てを負担する。

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事

下水道部 水循環室

浸水被害の軽減や未整備地域の解
消に向けて管路施設の整備を行
う。また、既存の管路施設の老朽
化対策として計画的に改築を行
う。

管路施設の整
備・改築工事等

管路施設の整
備・改築工事等

管路施設の整
備・改築工事等

管路施設の整
備・改築工事等

管路施設の整
備・改築工事等管渠建設改良

下水道事業会計（資本的支出）

下水道部 水再生室

川園ポンプ場における施設、設備
の建設及び改築更新。

ポンプ設備実施
設計

沈砂池設備工事 ポンプ設備工事
ポンプ設備工

事、自家発電設
備実施設計

ポンプ場設備工
事ポンプ場建設改良

下水道事業会計（資本的支出）

下水道部 水再生室

下水処理場における施設、設備の
建設及び改築更新。

下水道部 水循環室

水路、排水管等の適正な機能面、
安全面の確保及び利用面の向上等
を目的に施設の改良を行う。

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

６－２－３　下水道の整備

６－２－４　交通環境の整備

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）
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◆大綱６　都市形成【建設事業関係（ハード事業）】*******************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計

土木部 総務交通室

千里山地区への公共交通の導入に
向けて検討を行う。

バス停留所設置
工事実施設計

バス停留所設置
工事交通対策検討事業

一般会計

総合的自転車対策事業
（自転車駐車場費）

下水道事業会計（資本的支出）

土木部 総務交通室

自転車駐車場の施設及び機器の設
置を行う。

施設整備費

水路、排水管の
改良工事等

水路、排水管の
改良工事等

水路、排水管の
改良工事等

水路、排水管の
改良工事等

水路、排水管の
改良工事等水路新設改良事業

一般会計

汚泥処理設備・
ポンプ設備の実
施設計、送風機

設備工事等

電気室設備・汚
泥管改修・処理
場耐震の実施設

計等

汚泥濃縮設備・
ポンプ設備・耐
震改修工事等

電気室設備・消
毒設備・ポンプ
設備・耐震改修

工事等

沈砂池設備・自
家用発電設備・
耐震改修工事等処理場建設改良

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事流域下水道建設費負担

下水道事業会計（資本的支出）

下水道部 下水道経営室

安威川流域下水道事業の管渠・処
理場・ポンプ場整備に係る本市の
割当てを負担する。

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事

管渠・処理場・
ポンプ場整備工

事

下水道部 水循環室

浸水被害の軽減や未整備地域の解
消に向けて管路施設の整備を行
う。また、既存の管路施設の老朽
化対策として計画的に改築を行
う。

管路施設の整
備・改築工事等

管路施設の整
備・改築工事等

管路施設の整
備・改築工事等

管路施設の整
備・改築工事等

管路施設の整
備・改築工事等管渠建設改良

下水道事業会計（資本的支出）

下水道部 水再生室

川園ポンプ場における施設、設備
の建設及び改築更新。

ポンプ設備実施
設計

沈砂池設備工事 ポンプ設備工事
ポンプ設備工

事、自家発電設
備実施設計

ポンプ場設備工
事ポンプ場建設改良

下水道事業会計（資本的支出）

下水道部 水再生室

下水処理場における施設、設備の
建設及び改築更新。

下水道部 水循環室

水路、排水管等の適正な機能面、
安全面の確保及び利用面の向上等
を目的に施設の改良を行う。

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

６－２－３　下水道の整備

６－２－４　交通環境の整備

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
概要

事業費（千円）

******************************************************************************************　◆大綱６　都市形成【建設事業関係（ハード事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）千里ニュータウンプラザ

施設管理事業

一般会計

土木部 総務交通室

阪急千里山駅前東自転車駐車場整
備に関する都市再生機構への負担
金。

都市再生機構へ
の負担金

都市再生機構へ
の負担金

都市再生機構へ
の負担金

都市再生機構へ
の負担金

都市再生機構へ
の負担金千里山駅前自転車駐車場

整備事業

一般会計

土木部 総務交通室

千里ニュータウンプラザの阪急南
千里駅前西第２自転車駐車場の設
計建設費を平成２４年度（２０１
２年度）から２０年間にわたり分
割して支払う。

サービス購入料
（設計建設費）

サービス購入料
（設計建設費）
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◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

都市計画情報デジタル化
推進事業

大阪外環状線鉄道建設事
業

都市計画部 都市計画室

都市計画部 都市計画室
都市計画法上に与えられた市町村による都市計画の決定、及び市長の諮問に応じ都市計
画に関する事項を調査する。また、都市計画に関する事項を関係行政機関に建議する。

継
続

－都市計画審議会運営事業

一般会計

都市計画部 都市計画室 今後のまちづくりにおいて、地域らしさと魅力ある景観まちづくりを推進するため、公
共事業の調整等をはじめ、民間建設事業等の指導・誘導、啓発・支援等、景観法に基づ
いた「景観まちづくり条例」及び「屋外広告物条例」（令和2年度（２０２０年度）施行
予定）により総合的、体系的な景観行政を推進する。

継
続

－

一般会計

都市計画部 都市計画室
都市計画に関する各種情報を電子データ化し地図情報と関連付けて管理することで、都
市計画に関する業務の効率化・高度化を図るとともに、それらをインターネットを利用
して情報提供することにより住民サービスの向上を図る。 継

続
－

一般会計

旅客輸送を行うため城東貨物線の施設や用地を活用しながら複線化・電化を行うととも
にＪＲ新大阪駅からＪＲ淡路駅までの連絡線を新設し、大阪東部地域を経て大和路線の
久宝寺駅にいたる旅客線を整備する事業で、平成31年（２０１９年）3月に全線開業
し、あわせて南吹田駅も開業した。令和元年度は、残工事や事後調査が予定されてい
る。

継
続

－

一般会計

景観まちづくり推進事業

まちづくり活動支援事業

都市計画マスタープラン
事業

都市計画施設整備費積立
事業

都市計画部 都市計画室

一般会計

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

都市計画部 都市計画室
平成３０年度（２０１８年度）末の大阪外環状線鉄道の新駅の開業や周辺の幹線道路整
備による大きな変化を踏まえ、魅力的な都市環境の形成を進めるため、「南吹田地域の
まちづくり基本計画」に基づき、南吹田地域のまちづくりを推進する。 継

続
－

都市計画部 都市計画室

一般会計

一般会計

６－１－１　土地利用誘導と良好な景観形成

都市計画マスタープランは、長期的な見通しを持った上で都市の将来像を明確にし、そ
の実現に向けた大きな道筋を示すものである。本事業は、都市空間の将来像の実現に向
け、当該マスタープランに基づいて、各種都市計画を決定し又は見直すことにより、計
画的なまちづくりを推進する。また、社会経済情勢や上位・関連計画、関連する施策の
進捗、市民の意識といった本市を取り巻く様々な動向の変化に対応するため、必要に応
じて、都市計画に関する各種調査を実施し、当該マスタープランの改定を行う。

継
続

－

吹田市総合計画、実施計画に定められる事業のうち、道路事業、下水道事業、公園事
業、その他特に市長が定める都市計画施設整備事業に要する費用に充当する。

継
続

－

南吹田地域まちづくり事
業

都市計画部 都市計画室
地域の特性を活かした市民主体のまちづくりを推進するため、まちづくり活動の初動期
又はまちづくりのルール化に向けた住民の合意形成期などにおいて、都市計画に関する
まちづくりの情報の提供や活動への支援を行う。 継

続
－
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◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

都市計画情報デジタル化
推進事業

大阪外環状線鉄道建設事
業

都市計画部 都市計画室

都市計画部 都市計画室
都市計画法上に与えられた市町村による都市計画の決定、及び市長の諮問に応じ都市計
画に関する事項を調査する。また、都市計画に関する事項を関係行政機関に建議する。

継
続

－都市計画審議会運営事業

一般会計

都市計画部 都市計画室 今後のまちづくりにおいて、地域らしさと魅力ある景観まちづくりを推進するため、公
共事業の調整等をはじめ、民間建設事業等の指導・誘導、啓発・支援等、景観法に基づ
いた「景観まちづくり条例」及び「屋外広告物条例」（令和2年度（２０２０年度）施行
予定）により総合的、体系的な景観行政を推進する。

継
続

－

一般会計

都市計画部 都市計画室
都市計画に関する各種情報を電子データ化し地図情報と関連付けて管理することで、都
市計画に関する業務の効率化・高度化を図るとともに、それらをインターネットを利用
して情報提供することにより住民サービスの向上を図る。 継

続
－

一般会計

旅客輸送を行うため城東貨物線の施設や用地を活用しながら複線化・電化を行うととも
にＪＲ新大阪駅からＪＲ淡路駅までの連絡線を新設し、大阪東部地域を経て大和路線の
久宝寺駅にいたる旅客線を整備する事業で、平成31年（２０１９年）3月に全線開業
し、あわせて南吹田駅も開業した。令和元年度は、残工事や事後調査が予定されてい
る。

継
続

－

一般会計

景観まちづくり推進事業

まちづくり活動支援事業

都市計画マスタープラン
事業

都市計画施設整備費積立
事業

都市計画部 都市計画室

一般会計

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

都市計画部 都市計画室
平成３０年度（２０１８年度）末の大阪外環状線鉄道の新駅の開業や周辺の幹線道路整
備による大きな変化を踏まえ、魅力的な都市環境の形成を進めるため、「南吹田地域の
まちづくり基本計画」に基づき、南吹田地域のまちづくりを推進する。 継

続
－

都市計画部 都市計画室

一般会計

一般会計

６－１－１　土地利用誘導と良好な景観形成

都市計画マスタープランは、長期的な見通しを持った上で都市の将来像を明確にし、そ
の実現に向けた大きな道筋を示すものである。本事業は、都市空間の将来像の実現に向
け、当該マスタープランに基づいて、各種都市計画を決定し又は見直すことにより、計
画的なまちづくりを推進する。また、社会経済情勢や上位・関連計画、関連する施策の
進捗、市民の意識といった本市を取り巻く様々な動向の変化に対応するため、必要に応
じて、都市計画に関する各種調査を実施し、当該マスタープランの改定を行う。

継
続

－

吹田市総合計画、実施計画に定められる事業のうち、道路事業、下水道事業、公園事
業、その他特に市長が定める都市計画施設整備事業に要する費用に充当する。

継
続

－

南吹田地域まちづくり事
業

都市計画部 都市計画室
地域の特性を活かした市民主体のまちづくりを推進するため、まちづくり活動の初動期
又はまちづくりのルール化に向けた住民の合意形成期などにおいて、都市計画に関する
まちづくりの情報の提供や活動への支援を行う。 継

続
－

***************************************************************************************　◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

－建築指導事業

一般会計

一般会計

一般会計

都市計画部 計画調整室

千里ニュータウンプラザの千里ニュータウン情報館の維持管理を行う。
継
続

－
千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

都市計画部 計画調整室
千里ニュータウンのまちづくりについて、関係機関との連携を推進するとともに、市民
主導型の広域的交流事業を支援する。

継
続

－
千里ニュータウンまちづ
くり広域連携事業

都市計画部 計画調整室

－
都市計画マスタープラン
事業

都市計画部 開発審査室
建築物等に関する申請書の審査、現場指導並びに検査により、建築基準法に適合するか
をチェックする。また、市内パトロールの実施により、違反建築物の未然防止や是正指
導を行う。 継

続

－
千里ニュータウン情報館
運営事業

一般会計

近隣センターの活性化、再生を目指し、近隣センター内の地権者等の意識を高め、合意
形成のための協議会等の立上げを促すとともに事業計画の策定や事業化に向けての事業
パートナー選定等を支援し、時代のニーズに合わせて対応できるしくみを備えた身近で
総合的な生活支援拠点の整備を誘導する。

継
続

－
近隣センター活性化再生
支援事業

都市計画部 計画調整室
少子高齢化社会に対応し、持続可能な都市・地域の形成に向けたまちづくりを検討す
る。

継
続

－都市機能検討事業

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

都市計画部 計画調整室
千里北地区センターの商業機能や公共施設整備等の課題を解消し、千里北地区センター
が成熟社会にふさわしい地域拠点となるよう、平成２８年（２０１６年）４月に市民は
じめ、学識経験者や商業者などの多様な主体の意見を反映し、その役割・機能を見直し
再整備の基本的な方向性をとりまとめ「活性化ビジョン」を策定した。本ビジョン策定
後は、地権者をはじめとする関係者等との協議、情報交換を行い円滑な合意形成を目指
すとともに、本ビジョンを踏まえた再整備の具体化に向けた取り組みを支援する。

継
続

－
北千里駅周辺活性化支援
事業

都市計画部 計画調整室 立地適正化計画は、一定の人口密度にささえられた生活サービス機能の維持や、インフ
ラ費用の抑制等による持続可能な都市経営の現実を図るため、都市全体の観点から居住
機能や医療・福祉などの都市機能の立地等に関する包括的なマスタープランとして作成
するものである。本事業では、立地適正化計画に基づき、都市空間の将来像の実現に向
け、まちづくりを推進する。

継
続

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

６－１－２　良好な住環境の形成

都市計画部 計画調整室
千里ニュータウンに関する資料の収集、展示、情報発信等により、地域住民をはじめ多
様な主体の相互交流、連携を図る。

継
続

－ 157 －



◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

都市計画部 住宅政策室
マンションの管理組合や区分所有者等に対し、マンション管理士等による助言、専門家
による講演等により、マンションの管理の適正化を推進するために必要な情報の提供を
行うとともに、管理組合が交流し、相互の情報交換を行うための支援を行う。

都市計画部 住宅政策室
空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための「吹田市空家等対策計画」を
策定する。

拡
充

「吹田市空家等対策計画」
を策定するにあたり、空家
等対策協議会の委員報酬を
拡充

空家等対策計画策定事業

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

開発指導事業

一般会計

都市計画部 開発審査室
地震被害を未然に防ぐため、耐震化に向けた、情報提供や啓発とともに、耐震化費用の
一部補助等により、地震に対する建築物の安全性の向上を図る。大阪府や府内市町村、
建築関係団体等で構成する「大阪建築物震災対策推進協議会」に参画し、官民が連携
し、講習会等による耐震化技術の向上等を図り、耐震化を促進する。また、土砂災害特
別警戒区域内の住民自らが実施する既存住宅の移転及び補強対策に対し、費用の一部を
補助することにより、土砂災害による人的被害の軽減を図る。

拡
充

分譲マンション耐震診断に
ついて補助額及び補助率を
拡充
分譲マンションの耐震設
計、耐震改修について補助
制度を拡充
土砂災害特別警戒区域内の
住宅に対し補助制度を拡充

地域防災推進事業

都市計画部 開発審査室
吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある既存民間建築物を対象に含有分析調
査に対する費用の助成を行う。

継
続

－
住宅建築物アスベスト改
修事業

継
続

－住宅政策事業

借上型市営住宅整備事業

一般会計

一般会計

都市計画部 開発審査室
吹田市開発事業の手続等に関する条例・都市計画法・宅地造成等規制法・道路の位置の
指定等の申請における協議・審査・現場指導及び検査等を行う。

継
続

－

都市計画部 住宅政策室 適切な管理が行われていない空家等の問題の解消及び生活環境の保全を図り、併せて空
家等の有効活用促進を目的とした、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家
特措法」という。）が施行。
吹田市域内で、空家等に関する対策を実施する。

継
続

－空家等対策事業

都市計画部 住宅政策室 （新築）バリアフリー対応など一定の水準と設備等を持つ民間賃貸住宅に対して、市が
土地所有者等に建設費を補助し、それを市営住宅として借り上げて、期間を限定した市
営住宅として供給する。
（既存）市場に流通する民間賃貸住宅を市が住戸単位で借上げて、期間を限定した市営
住宅として供給する。

継
続

－借上型市営住宅管理事業

都市計画部 住宅政策室
国、府などと協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅
に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、市民生活の安定と社会福祉の増進
に寄与することを目的とする。 継

続
－市営住宅管理事業

都市計画部 住宅政策室 （新築）バリアフリー対応など一定の水準と設備等を持つ民間賃貸住宅に対して、市が
土地所有者等に建設費を補助し、それを市営住宅として借り上げて、期間を限定した市
営住宅として供給する。
（既存）市場に流通する民間賃貸住宅を市が住戸単位で借上げて、期間を限定した市営
住宅として供給する。

継
続

－

－ 158 －



◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

都市計画部 住宅政策室
マンションの管理組合や区分所有者等に対し、マンション管理士等による助言、専門家
による講演等により、マンションの管理の適正化を推進するために必要な情報の提供を
行うとともに、管理組合が交流し、相互の情報交換を行うための支援を行う。

都市計画部 住宅政策室
空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための「吹田市空家等対策計画」を
策定する。

拡
充

「吹田市空家等対策計画」
を策定するにあたり、空家
等対策協議会の委員報酬を
拡充

空家等対策計画策定事業

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

開発指導事業

一般会計

都市計画部 開発審査室
地震被害を未然に防ぐため、耐震化に向けた、情報提供や啓発とともに、耐震化費用の
一部補助等により、地震に対する建築物の安全性の向上を図る。大阪府や府内市町村、
建築関係団体等で構成する「大阪建築物震災対策推進協議会」に参画し、官民が連携
し、講習会等による耐震化技術の向上等を図り、耐震化を促進する。また、土砂災害特
別警戒区域内の住民自らが実施する既存住宅の移転及び補強対策に対し、費用の一部を
補助することにより、土砂災害による人的被害の軽減を図る。

拡
充

分譲マンション耐震診断に
ついて補助額及び補助率を
拡充
分譲マンションの耐震設
計、耐震改修について補助
制度を拡充
土砂災害特別警戒区域内の
住宅に対し補助制度を拡充

地域防災推進事業

都市計画部 開発審査室
吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある既存民間建築物を対象に含有分析調
査に対する費用の助成を行う。

継
続

－
住宅建築物アスベスト改
修事業

継
続

－住宅政策事業

借上型市営住宅整備事業

一般会計

一般会計

都市計画部 開発審査室
吹田市開発事業の手続等に関する条例・都市計画法・宅地造成等規制法・道路の位置の
指定等の申請における協議・審査・現場指導及び検査等を行う。

継
続

－

都市計画部 住宅政策室 適切な管理が行われていない空家等の問題の解消及び生活環境の保全を図り、併せて空
家等の有効活用促進を目的とした、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家
特措法」という。）が施行。
吹田市域内で、空家等に関する対策を実施する。

継
続

－空家等対策事業

都市計画部 住宅政策室 （新築）バリアフリー対応など一定の水準と設備等を持つ民間賃貸住宅に対して、市が
土地所有者等に建設費を補助し、それを市営住宅として借り上げて、期間を限定した市
営住宅として供給する。
（既存）市場に流通する民間賃貸住宅を市が住戸単位で借上げて、期間を限定した市営
住宅として供給する。

継
続

－借上型市営住宅管理事業

都市計画部 住宅政策室
国、府などと協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅
に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、市民生活の安定と社会福祉の増進
に寄与することを目的とする。 継

続
－市営住宅管理事業

都市計画部 住宅政策室 （新築）バリアフリー対応など一定の水準と設備等を持つ民間賃貸住宅に対して、市が
土地所有者等に建設費を補助し、それを市営住宅として借り上げて、期間を限定した市
営住宅として供給する。
（既存）市場に流通する民間賃貸住宅を市が住戸単位で借上げて、期間を限定した市営
住宅として供給する。

継
続

－

***************************************************************************************　◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 公園みどり室

遊園を管理する、自治会・管理組合・子ども会等に対し、年１回助成金を交付する。
継
続

－遊園環境整備助成事業

土木部 公園みどり室

公園等に関する様々なデータをデータベース化し、各業務の迅速な対応を目指す。
継
続

－公園管理システム事業

一般会計

一般会計

都市計画部 住宅政策室
新佐竹台住宅集約建替事業の完成に伴い、全入居者の移転が完了した市営住宅の解体撤
去工事を行う。

継
続

－
新佐竹台住宅集約建替事
業

都市計画部 住宅政策室 平成３０年（２０１８年）６月１８日に発生した大阪府北部地震の被災者のうち、災害
救助法で公的支援の対象外となっている一部損壊を含む被害に対し、住宅の修繕費の一
部として支援金を支給する。
なお、平成３０年（２０１８年）９月４日に最接近した台風２１号による被害を受けた
住宅の修繕も支援制度の対象に追加。

拡
充

制度実施期間を1年間延長
一部損壊等住宅修繕支援
事業

都市計画部 住宅政策室
本事業は、公営住宅等ストックの予防保全的な維持管理や耐久性の向上に資する改善等
の計画的な実施により長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につなげ、公営住
宅等ストックの有効活用と効率的かつ円滑な更新を行うもので、社会資本整備総合交付
金を活用するうえでも当計画に位置づける必要がある。
令和３年度（２０２１年度）から令和１２年度（２０３０年度）を期間とする新たな計
画策定を行う。

都市計画部 住宅政策室
老朽化が著しく、耐震基準及び適切な居住水準を満たさない「岸部中（北）住宅」、
「岸部中（南）住宅」、「岸部北住宅」を（仮称）岸部中住宅として統合建替を行う。

継
続

土木部 公園みどり室

市が管理する公園について、適正に維持管理を行う。
継
続

－公園等経常管理事業

一般会計

都市計画部 住宅政策室
本市における住宅政策の総合的かつ長期的な基本方針として吹田市住宅マスタープラン
を策定するものである。
「住みたいまちに選ばれる安心で良質な住まいづくり」という基本概念を掲げ、新たに
策定された各種法令と整合を図るとともに、住宅を取り巻く状況を調査し、社会情勢や
市民意識の変化に応じ施策の見直しを行うことで、市民の多様なニーズに対応する住宅
政策を推進する。

継
続

－

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

－
（仮称）岸部中住宅統合
建替事業

継
続

－

一般会計

公営住宅等長寿命化計画
策定事業

６－１－３　みどりの保全と創出

一般会計

一般会計

住宅マスタープラン策定
事業
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◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 公園みどり室

公園環境美化、竹林、里山保全活動に対して支援を行う。
継
続

－
緑あふれる未来サポー
ター事業（公園整備費）

土木部 公園みどり室
北大阪健康医療都市に新たに整備された公園、緑地等の移管を受け、施設及び樹木、除
草、植栽等を適正に維持管理することにより、快適な公園空間の創出を目指す。

継
続

－
北大阪健康医療都市管理
事業

一般会計

土木部 公園みどり室
緑化樹配付制度、みどりの協定制度、生垣設置事業助成金等交付制度、樹木等保護制度
等の助成・まちづくり制度を活用し、市民・事業者とともにみどりを継承し、生み出し
ていく。 継

続
－みどり推進事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園施設長寿命化計画書を基に予防保全的な管理によるコストの低減を図り、安全で安
心な公園施設の維持・更新を行う。

継
続

－
公園施設安全・安心対策
事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園等で、倒木や枯死により伐採した樹木をチップ化し、再利用することにより、ごみ
の減量や温室効果ガス排出量を削減し、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指す。

継
続

－樹木再資源化事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園等の樹木、除草、植栽等を適正に維持管理することにより、快適な公園空間の創出
を目指す。

継
続

－公園等維持管理事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園等の施設を適正に維持管理することにより、利用者の安全を確保し、快適な公園空
間の整備を目指す。

継
続

－公園等施設維持管理事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園等の特殊な技能を要する花壇及び樹木を適正に維持管理することにより、緑豊かな
草花あふれる公園空間を目指す。

継
続

－草花等管理事業

一般会計

土木部 公園みどり室
都市公園法第１７条より、公園管理者は、その管理する都市公園の台帳を作成し、これ
を保管しなければならないとあり、それに伴って、公園台帳を作成する。

継
続

－公園台帳作成事業

－ 160 －



◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 公園みどり室

公園環境美化、竹林、里山保全活動に対して支援を行う。
継
続

－
緑あふれる未来サポー
ター事業（公園整備費）

土木部 公園みどり室
北大阪健康医療都市に新たに整備された公園、緑地等の移管を受け、施設及び樹木、除
草、植栽等を適正に維持管理することにより、快適な公園空間の創出を目指す。

継
続

－
北大阪健康医療都市管理
事業

一般会計

土木部 公園みどり室
緑化樹配付制度、みどりの協定制度、生垣設置事業助成金等交付制度、樹木等保護制度
等の助成・まちづくり制度を活用し、市民・事業者とともにみどりを継承し、生み出し
ていく。 継

続
－みどり推進事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園施設長寿命化計画書を基に予防保全的な管理によるコストの低減を図り、安全で安
心な公園施設の維持・更新を行う。

継
続

－
公園施設安全・安心対策
事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園等で、倒木や枯死により伐採した樹木をチップ化し、再利用することにより、ごみ
の減量や温室効果ガス排出量を削減し、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指す。

継
続

－樹木再資源化事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園等の樹木、除草、植栽等を適正に維持管理することにより、快適な公園空間の創出
を目指す。

継
続

－公園等維持管理事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園等の施設を適正に維持管理することにより、利用者の安全を確保し、快適な公園空
間の整備を目指す。

継
続

－公園等施設維持管理事業

一般会計

土木部 公園みどり室
公園等の特殊な技能を要する花壇及び樹木を適正に維持管理することにより、緑豊かな
草花あふれる公園空間を目指す。

継
続

－草花等管理事業

一般会計

土木部 公園みどり室
都市公園法第１７条より、公園管理者は、その管理する都市公園の台帳を作成し、これ
を保管しなければならないとあり、それに伴って、公園台帳を作成する。

継
続

－公園台帳作成事業

***************************************************************************************　◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 道路室
建築基準法第４２条第２項の道路で、市道に接する土地所有者から土地の寄附を受ける
ことにより道路幅員を拡幅できる場合に、土地の分筆や筆界確認に必要な図面の作成な
どを行う。 継

続
－用地図面作成事業

一般会計

土木部 道路室

道路法第２８条に基づき、市が管理する道路の台帳を調製し保管する。
継
続

－路線調書更新事業

一般会計

土木部 道路室

市道への認定や、市道の認定を廃止するための手続きに必要な図面を作成する。
継
続

－市道認定・廃止事業

一般会計

土木部 公園みどり室

市内に残された数少ない里山環境を有する樹林地の保全・活用を図る。
継
続

一般会計

土木部 公園みどり室
花とみどりの情報センターにおいて、緑化意識の啓発・普及活動を展開するとともに、
市民の自主的な花作りや緑化活動の促進と交流の場を提供することにより、緑化意識の
高揚を図る。 継

続
－

花とみどりの情報セン
ター管理事業

一般会計

土木部 公園みどり室

千里ニュータウンプラザ内の千里花とみどりの情報センターの維持管理を行う。
継
続

－
千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

一般会計

－里山保全事業

土木部 公園みどり室
市民の緑化意識の向上を図ることを目的とした「花と緑のフェア」への出展、千里の竹
林の保全意識の普及啓発と竹とのふれあいの場の提供を目的とした「千里の竹あかり」
「たけのこ掘り」など、みどりのまちづくり意識の啓発イベントを開催する。 継

続
－みどり普及・啓発事業

一般会計

土木部 公園みどり室
緑地の保全、緑化の推進、都市公園の整備等のみどりのまちづくりを進めるにあたり、
みどりの現況等を適切に把握した上で計画的に実施するため、基礎調査（緑被率調査
等）及び計画・方針策定（みどりの基本計画策定等）を行う。 拡

充
公園等維持管理モデル検討
業務による拡充

みどり政策事業

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

６－２－１　道路などの整備

－ 161 －



◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 道路室

道路用地の寄附等に伴う道路整備事業。
継
続

－狭小幅員整備事業

一般会計

土木部 道路室
通学路及び歩車道の分離ができない市道について、歩行者が安全に通行できるよう路側
帯を緑色に着色する。

継
続

－路側帯安全対策事業

一般会計

土木部 道路室
老朽化が進む道路ストックの損傷状況を把握するための定期点検、路面下空洞調査を実
施し、危険性の有無を判定する。

拡
充

路面下の空洞の有無等を調
査し、道路陥没の危険性を
判定する。対象は地域緊急
交通路、1級・2級幹線及び
幅員5.5ｍ以上の車道部
（総延長約245km）

道路ストック総点検事業

一般会計

土木部 道路室
道路の一定区間の路面清掃、花壇の管理、植栽等の美化活動を、市民グループ及び自治
会や企業が実施できるよう協力し、地域の環境美化を推進する。

継
続

－
緑あふれる未来サポー
ター事業（道路維持費）

土木部 道路室

市が管理する道路について、適正に維持管理を行う。
継
続

－道路経常管理事業

一般会計

土木部 道路室
北大阪健康医療都市に新たに整備された、南北自由通路、緑の遊歩道等について、適正
に維持管理を行う。

継
続

－
北大阪健康医療都市管理
事業

一般会計

土木部 道路室

道路施設や舗装の補修工事を行う。
継
続

－路線道路補修事業

一般会計

土木部 道路室
市道上に投棄、放置されている特定家庭用機器等を各関係法令に基づき、回収及び処分
を行う。

継
続

－不法投棄回収事業

一般会計

土木部 道路室
官民境界について道路境界標や基準点等の測量を行い、地図の数値化データや図面デー
タを作成し、基礎的な道路境界情報の調査を行う。

継
続

－
すいた地籍調査官民境界
等先行型促進事業

一般会計

－ 162 －



◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 道路室

道路用地の寄附等に伴う道路整備事業。
継
続

－狭小幅員整備事業

一般会計

土木部 道路室
通学路及び歩車道の分離ができない市道について、歩行者が安全に通行できるよう路側
帯を緑色に着色する。

継
続

－路側帯安全対策事業

一般会計

土木部 道路室
老朽化が進む道路ストックの損傷状況を把握するための定期点検、路面下空洞調査を実
施し、危険性の有無を判定する。

拡
充

路面下の空洞の有無等を調
査し、道路陥没の危険性を
判定する。対象は地域緊急
交通路、1級・2級幹線及び
幅員5.5ｍ以上の車道部
（総延長約245km）

道路ストック総点検事業

一般会計

土木部 道路室
道路の一定区間の路面清掃、花壇の管理、植栽等の美化活動を、市民グループ及び自治
会や企業が実施できるよう協力し、地域の環境美化を推進する。

継
続

－
緑あふれる未来サポー
ター事業（道路維持費）

土木部 道路室

市が管理する道路について、適正に維持管理を行う。
継
続

－道路経常管理事業

一般会計

土木部 道路室
北大阪健康医療都市に新たに整備された、南北自由通路、緑の遊歩道等について、適正
に維持管理を行う。

継
続

－
北大阪健康医療都市管理
事業

一般会計

土木部 道路室

道路施設や舗装の補修工事を行う。
継
続

－路線道路補修事業

一般会計

土木部 道路室
市道上に投棄、放置されている特定家庭用機器等を各関係法令に基づき、回収及び処分
を行う。

継
続

－不法投棄回収事業

一般会計

土木部 道路室
官民境界について道路境界標や基準点等の測量を行い、地図の数値化データや図面デー
タを作成し、基礎的な道路境界情報の調査を行う。

継
続

－
すいた地籍調査官民境界
等先行型促進事業

一般会計

***************************************************************************************　◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 地域整備推進室
本路線は、旧市街地とニュータウンを結ぶ道路であり、市域の南北交通を確保する主要
な幹線道路である。このうち、未整備となっている千里山高塚～千里山西６丁目地区Ｌ
＝１，１４０ｍを整備する。 継

続
－

都市計画道路佐井寺片山
高浜線道路新設事業

土木部 地域整備推進室

土地開発基金借入金元金を償還する。
継
続

－公債償還事業（元金）

公共用地先行取得特別会計

土木部 地域整備推進室

土地開発基金借入金利子を償還する。
継
続

－公債償還事業（利子）

公共用地先行取得特別会計

土木部 道路室

市管理の街路樹等について、適正に維持管理を行う。
継
続

－街路樹等維持管理事業

一般会計

土木部 道路室

市管理道路の花壇に草花を植え付け、良好な状態に保つ。
継
続

－草花等維持管理事業

一般会計

土木部 地域整備推進室

未事業化路線（廃止した路線）の用地等の適切な管理を行う。
継
続

－
都市計画道路維持管理事
業

一般会計

土木部 道路室

街路灯・防犯灯の経常管理事業。
継
続

－街路灯経常管理事業

一般会計

土木部 道路室

街路灯、防犯灯の設置、補修を行う。
継
続

－
街路灯（防犯灯）補修事
業

一般会計

－ 163 －



◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

下水道部 水循環室
市管理の水路、排水管等の適切な維持管理を行う。

継
続

－水路維持管理事業

一般会計

下水道部 水循環室
浸水被害軽減のため、公助として土のう作製及び水防活動を行うとともに、自助として
市民が行う、止水板等設置工事を助成する。

継
続

－浸水対策事業

一般会計

下水道部 下水道経営室
老朽化対策等の下水道に係る計画を策定し、都市計画法及び下水道法に基づく事業計画
の変更を行う。また、下水道事業に関する電子化された図面等のデータを活用し、計画
の立案や業務の効率化を図る。 継

続
－計画・検討

下水道事業会計（収益的支出）

下水道部 下水道経営室
流域下水道を維持管理する大阪府に対し、吹田市の流域関連公共下水道から流入する水
量等に応じて流域下水道施設の維持管理費を負担する。

継
続

－
流域下水道管理運営費負
担

下水道事業会計（収益的支出）

水道部
組立式貯水タンクの配備や非常用飲料水袋などの備蓄をはじめ、災害対策の充実を図
る。

継
続

－危機管理・災害対策事業

水道事業会計（収益的支出）

事業内容
事業費（千円）

水道部
水の大切さや水道の現状などについて、市民の関心や理解を高めるとともに、身近な
「地域の水道」として親しまれるよう情報発信やＰＲを行う。

継
続

－広報・ＰＲ事業

水道事業会計（収益的支出）

下水道部 水循環室

市管理の水路、排水管等の維持管理のための保険料、借地料、負担金等。
継
続

－水路総務事業

一般会計

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

区分 拡充/縮小の内容

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

６－２－２　水道の整備

６－２－３　下水道の整備

－ 164 －



◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

下水道部 水循環室
市管理の水路、排水管等の適切な維持管理を行う。

継
続

－水路維持管理事業

一般会計

下水道部 水循環室
浸水被害軽減のため、公助として土のう作製及び水防活動を行うとともに、自助として
市民が行う、止水板等設置工事を助成する。

継
続

－浸水対策事業

一般会計

下水道部 下水道経営室
老朽化対策等の下水道に係る計画を策定し、都市計画法及び下水道法に基づく事業計画
の変更を行う。また、下水道事業に関する電子化された図面等のデータを活用し、計画
の立案や業務の効率化を図る。 継

続
－計画・検討

下水道事業会計（収益的支出）

下水道部 下水道経営室
流域下水道を維持管理する大阪府に対し、吹田市の流域関連公共下水道から流入する水
量等に応じて流域下水道施設の維持管理費を負担する。

継
続

－
流域下水道管理運営費負
担

下水道事業会計（収益的支出）

水道部
組立式貯水タンクの配備や非常用飲料水袋などの備蓄をはじめ、災害対策の充実を図
る。

継
続

－危機管理・災害対策事業

水道事業会計（収益的支出）

事業内容
事業費（千円）

水道部
水の大切さや水道の現状などについて、市民の関心や理解を高めるとともに、身近な
「地域の水道」として親しまれるよう情報発信やＰＲを行う。

継
続

－広報・ＰＲ事業

水道事業会計（収益的支出）

下水道部 水循環室

市管理の水路、排水管等の維持管理のための保険料、借地料、負担金等。
継
続

－水路総務事業

一般会計

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

区分 拡充/縮小の内容

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

６－２－２　水道の整備

６－２－３　下水道の整備

***************************************************************************************　◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 総務交通室
違法駐車防止啓発活動等により、市民生活に支障を及ぼすおそれのある違法駐車等を防
止する。

継
続

－迷惑駐車対策事業

一般会計

土木部 総務交通室
吹田市地域公共交通総合連携計画に基づき、公共交通の利用促進のための事業を実施す
る。

拡
充

今後の公共交通施策や行政
の適切な支援検討のための
基礎調査を行うための拡充

地域公共交通活性化事業

一般会計

土木部 総務交通室

コミュニティバスの運行により高齢者等の移動手段の確保等を図る。
継
続

－
コミュニティバス運行事
業

一般会計

継
続

－管路維持管理

下水道事業会計（収益的支出）

下水道部 水再生室
川園処理分区内の汚水を、夾雑物の除去等を行い、川面下水処理場へ送水する。また、
ポンプ場内の貯水能力、送水能力を超える雨水については、夾雑物の除去等の簡易な処
理を行い、浸水被害を防止するため、速やかに安威川に排除する。 継

続
－ポンプ場維持管理

下水道事業会計（収益的支出）

下水道部 水再生室
川面下水処理場及び南吹田下水処理場へ流入する汚水を活性汚泥法により処理し、神崎
川に放流する。処理場内の貯水能力、処理能力を超える雨水は、夾雑物の除去等の簡易
な処理を行い、浸水被害を防止するため、速やかに神崎川に排除する。各処理場で発生
した汚泥は、南吹田下水処理場で脱水ケーキとして搬出し、委託業者を通じて肥料化し
て再利用する。また、下水処理場施設・設備の改築更新等に伴う調査業務や計画の策定
を行う。

継
続

－処理場維持管理

下水道事業会計（収益的支出）

土木部 総務交通室

江坂公園駐車場跡地の管理を行う。
継
続

－
江坂公園駐車場跡地管理
事業

一般会計

下水道部　水循環室、水
再生室 法令に基づく届出審査と規制対象事業場へ立ち入り採水検査を行い、必要時の指導を通

して当該事業場からの排水を適正な状態に保つ。
未水洗家屋調査を行い、水洗化の必要性や助成金、融資あっ旋制度について広報するこ
とにより、水洗化の促進を図る。

継
続

－普及指導

下水道事業会計（収益的支出）

下水道部 水循環室

公共下水道施設の点検、清掃、補修等の適切な維持管理を行う。

部・室課名
事　業　名
予 算 科 目

事業内容
事業費（千円）

区分 拡充/縮小の内容

６－２－４　交通環境の整備

－ 165 －



◆大綱６　都市形成【制度等の施策関係（ソフト事業）】****************************************************************************

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

一般会計 R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

R1（19） R2（20） R3（21） R4（22） R5（23）

土木部 総務交通室

千里山地区への公共交通の導入に向けて検討を行う。
拡
充

公共交通の導入に向けて、
地域公共交通導入検討会議
の立上げや試験運行実施に
向けた業務委託を行う拡充

交通対策検討事業

一般会計

土木部 総務交通室
交通安全運動の啓発及び事業実施。小学校等での交通安全教育における修了証交付によ
り、歩行、自転車マナー向上を図る。

継
続

－
交通事故をなくす運動事
業

一般会計

土木部 総務交通室

千里ニュータウンプラザの阪急南千里駅前西第２自転車駐車場の維持管理を行う。
継
続

－
千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

一般会計

土木部 総務交通室
放置自転車等の移送や放置防止指導などの対策と、自転車駐車場の管理運営を連携させ
ることにより、総合的な自転車対策を実施する。

継
続

－
総合的自転車対策事業
（交通対策費）

土木部 総務交通室
放置自転車等の移送や放置防止指導などの対策と、自転車駐車場の管理運営を連携させ
ることにより、総合的な自転車対策を実施する。自転車駐車場費は、自転車駐車場の運
営を所管する。 継

続
－

総合的自転車対策事業
（自転車駐車場費）

土木部 総務交通室
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく基本構想により実施し
ている特定事業のスパイラルアップを図り、またソフト施策によりバリアフリーに対す
る理解を広める。 継

続
－

交通バリアフリー推進事
業

一般会計

土木部 総務交通室
補助金の交付等により公共交通事業者等（鉄道事業者、バス事業者等）が行うバリアフ
リー化設備等の整備を促進し、高齢者、障がい者等が公共交通機関を利用して移動する
際の利便性と安全性の向上を図る。 拡

充
国・府との協調補助から
市単独補助へ拡充

交通バリアフリー化整備
補助事業

一般会計

土木部 総務交通室
鉄道事業者が行う鉄道施設の耐震補強事業に対し、補助金を交付することにより、鉄道
施設の耐震化を促進する。

継
続

－
鉄道施設等耐震補強補助
事業

一般会計

－ 166 －


